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 日本経済は、輸出産業を中心に、息の長い景気回復基調にありました。しかし、昨今の

金融危機に端を発した世界経済の減速の影響を受け、景気後退局面に入り、長期化・深刻

化が懸念されています。 

 一方で、格差社会が一段と進行しています。大企業と中小企業、正規雇用と非正規雇用、

都市と地方など、様々な場所で格差がいっそう拡大しているのが現状です。 

 そのため、今年度の税制改正大綱では、昨年までの、財政健全化、地方財政の偏在化の

是正といった、国・地方自治体の財政の立て直しという観点からの改正から、大きく方針

を転換して、経済金融情勢に即応し、世界経済の混乱やそれに伴う国内経済の不振から国

民生活を守ることに重点を置き、今年度からの３年間のうちに景気回復を最優先で実現す

るとの断固たる決意に基づいて、わが国の内需を刺激するため、大胆かつ柔軟な減税措置

を講ずると述べられています。 

 具体的は、次のような内容となっています。 

 

①住宅投資の活性化を地域経済の起爆剤とする 

②自動車の買換え・購入需要の促進 

③省エネ・新エネ設備等を中心とした設備投資の促進 

④負担軽減・事業承継を中心とした中小企業対策 

⑤金融市場の活性化 

 

 

 

 

 日本の財政は、債務残高対ＧＤＰ比が約150％という危機的な状況にある一方で、その

債務の返済については先送りする構造となっています。また、少子長寿化社会を迎え、社

会保障費の増加とそれを負担する働き手の減少という問題を抱えています。 

 そこで、これらに対処するために、経済状況の好転後に速やかに抜本的税制改革を実施

する必要があり、次のような道筋が示されています。 

今年度税制改正の趣旨と今後の方向性  1 

 1大きく方針転換した平成 21年度税制改正      

 2 今後の税制改正の道筋     
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①高所得者の税負担引き上げ 

②中低所得者の負担軽減 

③金融所得課税の一体化 

④所得控除の見直し 

 

 

 

①課税ベースの拡大 

②実行税率の引下げ 

 

 

 

①使途の明確化 

②税率の引き上げと複数税率の検討 

③揮発油税等への併課の解決 

④今回の税制改正においては、時期等の明確な記載なし 

 

 

 

①総合的見直し 

②グリーン化への取組み 

 

 

 

①相続税の課税ベースの見直し 

②税率構造の見直し 

③相続税の計算方法の見直しが盛り込まれる予定だったが、今回

の改正においては見送られた 

個人所得課税     1 

法人課税     2 

消費課税     3 

自動車関係諸税     4 

資産課税     5 
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①住宅借入金等特別控除の変更 

②長期優良住宅の新築等をした場合の特別控除の創設 

③既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の特別控除の創設（省エネ改修、バリアフ

リー改修） 

④特定の増改築等に係る住宅借入金等の特別控除、既存住宅の耐震改修をした場合の特

別控除の適用期限の５年延長 

⑤住宅借入金特別控除の控除不足分の住民税からの控除 

 

 

 

 

 

 

 平成 21 年から平成 25 年までに居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除は、以

下のとおりとなります。 

 

居住年 控除期間 
住宅借入金残高の 

限度額 
控除率 

平成 21年 10年間 5,000万円 1.0％ 

平成 22年 10年間 5,000万円 1.0％ 

平成 23年 10年間 4,000万円 1.0％ 

平成 24年 10年間 3,000万円 1.0％ 

平成 25年 10年間 2,000万円 1.0％ 

 

 

 

（１）適用要件 

 平成 21 年から平成 25 年までの間に、認定長期優良住宅の新築又は建築後使用された

ことのないものを取得し、居住の用に供した場合に適用されます。 

  ※「認定長期優良住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の
ことをいいます。 

住宅取得・改築等に伴う減税措置  2 

通常の住宅借入金等特別控除の変更    1 

 1 主な改正項目      

 2 住宅借入金等特別控除の変更     

長期優良住宅の住宅借入金特別控除の変更    2 
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（２）控除額 

 控除額は、次の表のとおりとなります。最大で年間60万円、10年で600万円の控除

が可能となります。 

 

居住年 控除期間 
住宅借入金残高の 

限度額 
控除率 

平成 21年 10年間 5,000万円 1.2％ 

平成 22年 10年間 5,000万円 1.2％ 

平成 23年 10年間 5,000万円 1.2％ 

平成 24年 10年間 4,000万円 1.0％ 

平成 25年 10年間 3,000万円 1.0％ 

 

 

 

（１）特例の概要 

 住宅借入金控除は、居住開始年の 12 月 31 日に居住していることが要件となります。

ですから、居住開始年に転勤等があり 12 月 31 日時点で居住していない場合には、その

年のみならず、その後の年においても特別控除が適用出来ませんでした。 

 しかし、今回の改正で、転勤等の理由で居住開始年の 12 月 31 日時点で居住していな

い場合でも、一定の手続きを行うことで、再度、居住することとなった年については、特

別控除の適用を受けることが出来るようになりました。 

 

（２）具体例 

①居住開始年の12月 31日に居住していない（改正前） 

②居住開始年の12月 31日に居住していない（改正後） 

 

 ①（改正前） ②（改正後）

居住開始年 適用なし 適用なし 

２年目（転勤で12/31時点で居住せず） 適用なし 適用なし 

３年目（12/31時点で居住） 適用なし 適用あり 

 

 従来、①は居住開始年の 12 月 31 日時点で居住していないために、住宅特別控除自体

の適用がありませんでしたが、改正により、12 月 31 日時点で居住している年について

は適用できることとなりました。 

転勤等の特例     3 
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 平成 23 年 12 月 31 日までの間に、認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたこ

とのないものを取得し、６ヶ月以内に居住の用に供した場合には、その新築等にかかる標

準的な性能強化費用相当額（1,000万円を限度とする）の10％がその年の所得税額から

控除できる制度が創設されます。 

 ※ 従来の住宅借入金控除と異なり、借入は要件となりません。 
 ※ 基本的には、居住の用に供した年の１年限りの適用です。 

 

 

 

 特別控除額を控除して、控除しきれない場合には、１年間の繰越が認められるため、翌

年分の所得税額から控除できます。 

 

 

 

（１）住宅借入金等特別控除との調整 

 認定長期優良住宅を借入により取得した場合には、この規定と、上記の認定長期優良住

宅の住宅借入金特別控除の２つの規定が適用できますが、この場合には２つの規定の併用

は出来ず、どちらかの選択適用となります。 

 

（２）買換え特例との調整 

 居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他、所要の措置を講ずるとされており、

認められる可能性があります。 

 

（３）所得制限 

 この規定は、その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません。 

 3 長期優良住宅の新築等をした場合の特別控除の創設     

特例の概要     1 

控除しきれない場合    2 

他の規定との調整等    3 
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（１）制度の概要 

 自己の居住の用に供している家屋について、平成21年４月１日から平成22年３月31

日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合には、その省エネ改修工事費用と標準

的な工事費用相当額のいずれか少ない金額（200万円を限度とする）の10％が所得税か

ら控除できることとなります。また、同時に太陽光発電装置の設置する場合には、300万

円を限度として、その10％が所得税から控除できる制度が創設されます。 

 

（２）一定の省エネ改修工事とは 

●全ての居室の窓全部の改修工事 

●上記改修と同時に行う、床、天井、壁の断熱工事  工事費用の額が30万円超 

●上記と行う太陽光発電装置工事 

 

（３）他の規定との調整等 

①平成21年に税額控除を受けた場合には、平成22年は受けることができません。 

②その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません。 

 

 

 

（１）制度の概要 

 一定の居住者が、平成 21 年４月１日から平成 22 年３月 31 日までの間に、一定のバ

リアフリー改修工事を行った場合には、そのバリアフリー改修費用と標準的な工事費用相

当額のいずれか少ない金額（200万円を限度とする）の10％が所得税から控除できる制

度が創設されます。 

 

（２）一定の居住者とは 

①50歳以上の者 

②介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている者 

③障害者である者 

④親族が②又は③に該当する者又は65歳以上のいずれかの者と同居している居住者 

 4 既存住宅に係る改修工事をした場合の特別控除の創設     

省エネ改修工事     1 

バリアフリー改修工事    2 



平成 21 年度税制改正 

Tax Report 7

（３）一定のバリアフリー改修工事とは 

●廊下の拡幅 

●階段の勾配の緩和 

●浴室改良便所改良 

●手すりの設置        工事費用の額が30万円超 

●屋内段差の解消 

●引き戸への取替え 

●床表面の滑り止め化 

 

（４）他の規定との調整等 

①平成21年にこの税額控除を受けた場合には、平成22年は受けることができません。

ただし、要介護状態区分等が３段階以上上昇した場合には、平成22年においても控

除を受けることが出来ます。 

②その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません。 

 

 

 

（１）両方の工事を同一年に行った場合 

 上記の２つの改修工事を同一年に行った場合には、それぞれに計算した金額を合計した

金額が控除額となります。ただし、合計額が 20 万円（太陽光発電装置の設置する場合に

は、30万円）を超えた場合には、20万円（30万円）が限度となります。 

 

（２）住宅借入金等特別控除との関係 

 上記の特別控除は、住宅借入金等の所得税の特別控除（増改築等の特別控除を含みます）

の適用を受ける場合には、重複適用は出来ません。 

 

 

 

 

 

 

 平成 21 年分以後の所得税において住宅借入金特別控除の適用があった場合、控除しき

れない残額があれば、翌年度の個人住民税から残額に相当する金額が控除されます（ただ

し、課税総所得金額の100分の５（最高97,500円）を限度とします）。 

両規定間の調整等     3 

 5住宅借入金特別控除の控除不足分の住民税からの控除     

特例の概要     1 
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 法人又は個人が、平成 21 年及び平成 22 年に土地等を取得して、その後譲渡した場合

には、その譲渡益から、1,000 万円（譲渡益が 1,000 万円未満の場合には、その譲渡益

の金額）を控除できることとなりました。 

 

 

 この規定は、平成21年又は平成22年に取得した土地等で、売却をした年の１月1日

において、所有期間が５年を超えるものに限られます。 

 

 

 

 

 

 事業者が、平成 21 年又は平成 22 年に土地等を取得して、その取得の日を含む事業年

度終了の日から 10 年以内に、土地等を譲渡して譲渡益が発生した場合には、一定額を限

度として先行取得した土地等について圧縮記帳が適用できるようになりました。 

 

 

 

①平成 21年１月１日から22年 12月 31日までに国内にある土地等を取得する 

②取得事業年度の確定申告の提出期限までに、この特例の適用を受ける旨の届出書を提

出する 

③取得事業年度終了の日後10年以内に、他の土地等を譲渡して譲渡益が発生する 

④①で取得した土地等について圧縮記帳を適用する（譲渡益の繰延） 

 

 

 

①平成 21年に先行取得した土地等 ⇒ 譲渡益の80％相当額 

②平成22年に先行取得した土地等 ⇒ 譲渡益の60％相当額 

土地の譲渡に対する課税の特例  3 

 1 土地等の長期譲渡所得の特別控除の創設      

制度の概要     1 

対象となる土地等の取引    2 

 2 土地の先行取得をした場合の課税の特例の創設      

制度の概要     1 

適用までの流れ     2 

圧縮限度額     3 
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 平成 21 年４月１日から平成 23 年３月 31 日までに終了する各事業年度における法人

税の中小企業等の軽減税率を現行の22％から18％に引き下げることとなりました。 

 

 

①普通法人（期末資本金の額が１億円以下の法人に限る） 

②公益法人等 

③協同組合等 

④人格のない社団等 

 

 

 課税所得 800 万円以下の部分について、現行の 22％から 18％に引き下げられます。

従って、課税所得800万円の場合、法人税は現行の176万円から144万円へ32万円

の引き下げとなります。 

 

 

 

 

 

 中小企業等に欠損が生じた場合に、その欠損金額をその事業年度開始の日前１年以内に

開始した事業年度に繰戻して、法人税の還付を求めることが出来る制度です。 

 平成４年４月以降、一部の特例を除きこの制度は凍結されていましたが、今回の改正に

より平成21年２月１日以後終了する事業年度から復活することとなりました。 

 

 

 

欠損事業年度の欠損金額 還付請求  

できる金額 
＝ 

還付所得事業年度 

の法人税額 
×

還付所得事業年度の所得金額 

中小企業対策  4 

 1 法人税の軽減税率の引下げ     

 2 欠損金の繰戻し還付の復活     

制度の概要     1 

制度の概要     1 

還付税額の計算方法    2 

対象となる中小企業    2 

軽減税額     3 
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 主な改正事項は次のとおりです。 

 

 

 

 平成 21 年４月１日から平成 23 年３月 31 日までに取得した場合には、普通償却限度

額との合計で、取得価額まで特別償却ができます。したがって、事業供用年度に取得価額

の全額の償却が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 産業活力再生特別法の改正法の施行日から平成 24 年３月 31 日までに、資源生産性革

新設備等又は資源制約対応製品生産設備等を取得した場合に適用されます。 

 

 

 

①平成 23年３月31日までの取得 

    ⇒ 取得価額 － 普通償却限度額（結果として取得時に全額損金算入） 

②平成23年４月１日から平成24年３月31日までの取得 

    ⇒ 取得価額 × 30％（建物は15％） 

 

 

 

 下記の見直しを行ったうえで、平成23年３月31日まで期限が２年間延長されます。 

①新型インフルエンザ対応 

 保健医療業を営む青色申告法人が、平成 21 年４月１日から平成 23 年３月 31 日ま

でに、新型インフルエンザに対応するための簡易陰圧装置の取得をした場合には、その

取得価額の20％相当額の特別償却が出来る 

特別償却の改正・延長  5 

 1 エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却の拡充     

 2 資源生産性革新設備等の特別償却     

 3医療機器等の特別償却     

適用要件     1 

特別償却限度額     2 
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②一般の医療機器の範囲の限定 

 一般の医療機器の範囲を高度な医療の提供に資するもの又は承認等を受けてから２年

以内のものに限定する 

 

③建替え病院用等建物 

 対象となる病院用等建物の要件である医療の提供体制に資するための基準を見直す 

 

 

 

 

 

①情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却 

 ⇒ 特別償却限度額を、取得価額の100分の35に変更して（変更前は、100分の

50）２年間延長 

 

②障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度 

 ⇒ ２年間延長 

 

③事業所内託児施設等の割増償却制度 

 ⇒ ２年間延長 

 

④優良賃貸住宅の割増償却制度 

 ⇒ 割増償却率を変更の上、２年間延長する 

   耐用年数が35年未満 28％ ⇒ 40％ 

   耐用年数が35年以上 40％ ⇒ 55％ 

 

 4 その他の特別償却     
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（１）上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する税率の特例の見直し 

 平成 21年１月１日から平成23年 12月 31日までの間の上場株式等の配当所得及び

譲渡所得等に対する税率は所得税７％、住民税３％となります（本来は所得税15％、住

民税５％）。 

 平成 20年の税制改正では、平成21年及び平成22年については、一定額を超える配

当所得及び譲渡所得については、本則（所得税15％、住民税５％）に戻ることとなって

いましたが、平成21年の改正において、再改正が行われました。 

 

■改正前後の税率の比較 

 平成 21年 平成 22年 平成 23年 

改正前 

①配当額100万円、譲渡益500万円以下 

 ⇒ 所得税７％、住民税３％ 

②①以外 

 ⇒ 所得税１５％、住民税５％ 

所得税１５％ 

住民税 ５％ 

改正後 所得税７％、住民税３％ 

 

（２）少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設 

①概要 

 非課税口座内の上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対しては所得税を課さな

いこととなります。この規定は、配当所得・譲渡所得の税率が本則に戻る平成２４年か

らの適用となる見込みです。 

 

②非課税口座とは 

 非課税口座とは、この規定の施行日から５年内の各年において開設する口座（１年に

つき１口座に限ります）で、その口座開設年の12月 31日までに取得する上場株式等

（取得対価の額の合計額が100万円に達するまでのものに限る）のみを受け入れること

とされているものをいいます。 

 

個人所得税の見直し  6 

金融証券税制の見直し    1 
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③非課税の対象となる取引 

 非課税口座を開設した年の１月１日から10年以内に、生ずる配当所得又は譲渡所得

について適用されます。 

 ●非課税口座にある上場株式等に係る配当金（配当所得） 

 ●非課税口座にある上場株式等を譲渡したことによる譲渡益（譲渡所得） 

 

 

 

（１）確定拠出年金制度の改正 

①マッチング拠出の改正 

 企業型確定拠出年金に導入される個人拠出（マッチング拠出）の掛金は、その全額が

所得控除の対象とされます。 

 

②確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ 

 

（イ）企業型 

 現 行 改正案 

他の企業年金がない場合 月額 46,000円 月額 51,000円 

他の企業年金がある場合 月額 23,000円 月額 25,500円 

 

（ロ）個人型 

 現 行 改正案 

企業年金がない場合 月額 18,000円 月額 23,000円 
 

 

（２）生命保険料控除の改組 

①概要 

 平成 2４年の所得税より、生命保険契約のうち、介護（費用）保障又は医療（費用）

保障保険料について、現行の生命保険料と別枠で介護保険料控除を創設する。控除額は

４万円が限度となります。 

 

②生命保険料控除の減額 

 ①の介護保険料控除の創設に伴い、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の限

所得控除の見直し     2 



平成 21 年度税制改正 

Tax Report 14

度額が４万円となります。 

 

③控除額の計算 

年間の支払保険料等 控 除 額 

  20,000円以下   支払保険料等の税額 

  20,000円超40,000円以下   支払保険料等 × 1/2 ＋ 10,000円 

  40,000円超80,000円以下   支払保険料等 × 1/4 ＋ 20,000円 

  80,000円超   一律 40,000円 

 

④旧制度との関係 

 上記の新制度は、平成24年１月１日以後、締結した保険契約からの適用となり、そ

れ以前の契約については、従来の保険料控除が適用となる。新制度と旧制度の双方の控

除がある場合の限度額は12万円となります。 

 

⑤住民税との関係 

 平成 25年度以後の住民税から適用となる。各控除額の上限は28,000円とし、合

計額の上限は７万円となります。 

 また、新制度と旧制度の双方の控除がある場合の限度額は７万円となります。 

 

 


